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生
活
保
護
費
の
引
き
下
げ
は
、

平
均
６
・
５
％
最
高
10
％
に
も

な
り
96
％
の
世
帯
が
削
減
さ
れ
て
い

る
。
特
に
子
育
て
世
代
で
あ
る
多
人
数

世
帯
で
の
削
減
幅
が
大
き
く
、
子
育
て

支
援
に
逆
行
し
て
い
る
。
親
の
貧
困
は

子
ど
も
の
貧
困
に
つ
な
が
り
、
子
ど
も

の
自
立
を
阻
害
し
か
ね
な
い
。

　

い
ま
、
雇
用
の
崩
壊
が
続
い
て
い
る
。

全
国
の
労
働
者
の
40
％
近
く
が
非
正
規

と
い
う
状
態
が
広
が
り
、
働
き
な
が
ら

生
活
保
護
を
活
用
し
、
生
活
を
維
持
し

て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
高
齢
者
の
37
・
８
％
の

世
帯
が
年
収
２
０
０
万
円
未
満
で
あ

り
、

年

金

額

５

万

円

弱

の

人

が

８
０
４
万
人
、
そ
の
う
ち
女
性
は

６
１
５
万
人
を
占
め
高
齢
者
の
相
当
部

分
が
貧
困
で
あ
る
。

　

生
活
保
護
制
度
は
、
生
活
に
困
窮
し

た
住
民
が
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
保
障
し
て
い

る
憲
法
25
条
に
定
め
ら
れ
た
当
然
の
権

利
で
あ
り
、
以
下
伺
う
。

(1)
町
の
生
活
保
護
利
用
者
に
つ
い
て
。　

①
世
帯
構
成
、
世
帯
数
と
人
数
は
。

②
３
年
間
の
相
談
件
数
と
、
そ
の
う
ち

受
給
に
至
っ
た
件
数
。

(2)
生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
に
伴
い
、

影
響
の
あ
る
制
度
数
と
利
用
者
数
、
町

と
し
て
の
対
応
は
。

(3)
生
活
保
護
基
準
を
元
に
戻
す
よ
う
国

に
求
め
て
い
く
こ
と
。

(1)
①
生
活
保
護
利
用
者
の
世

帯
構
成
は
、
左
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

②
平
成
23
年
度
の
相
談
件
数
と
そ
の
う

ち
受
給
に
至
っ
た
件
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ

65
件
と
45
件
で
あ
り
、
同
様
に
24
年
度

で
は
41
件
と
18
件
、
25
年
度
で
は
66
件

と
26
件
で
あ
り
、
こ
の
３
年
間
の
合
計

で
は
１
７
２
件
の
相
談
に
対
し
て
89
件

が
受
給
に
至
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
相
談
の
み
で
申
請
ま
で
至
ら

な
か
っ
た
件
数
は
82
件
で
あ
り
、
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
、
収
入
額
が
保
護
基

準
に
該
当
し
な
い
こ
と
の
ほ
か
、
生
命

保
険
の
解
約
、
手
持
ち
金
の
充
当
な
ど

に
よ
り
生
計
を
賄
う
こ
と
に
な
っ
た
た

め
で
あ
る
。

(2)
対
象
者
や
金
額
の
設
定
に
当
た
り
、

生
活
保
護
受
給
者
の
区
分
が
あ
る
制
度

は
常
設
保
育
所
保
育
料
な
ど
14
制
度
、

生
活
保
護
受
給
者
を
対
象
に
減
免
等
を

行
っ
て
い
る
制
度
は
学
童
保
育
所
保
育

料
な
ど
13
制
度
で
あ
り
、
生
活
保
護
受

給
者
を
対
象
に
助
成
を
し
て
い
る
制
度

は
成
年
後
見
制
度
審
判
請
求
費
用
な
ど

６
制
度
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
生
活
保

護
基
準
の
改
正
に
よ
っ
て
、
生
活
保
護

が
廃
止
と
な
る
受
給
者
は
現
在
ま
で
発

生
し
て
お
ら
ず
、
27
年
度
も
、
現
在
の

受
給
者
の
中
で
、
生
活
保
護
の
廃
止
に

つ
な
が
る
受
給
者
は
発
生
し
な
い
見
込

み
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
り
費
用

徴
収
の
軽
減
や
助
成
を
受
け
て
い
る
生

活
保
護
受
給
者
は
平
成
26
年
４
月
１
日

現
在
で
１
６
７
人
で
あ
る
。

(3)
こ
の
た
び
の
制
度
改
正
は
、
よ
り
国

民
の
消
費
水
準
と
の
均
衡
を
図
る
べ
く

関
係
法
令
が
整
備
さ
れ
、
既
に
昨
年
の

８
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認

識
し
て
お
り
、
生
活
保
護
基
準
を
元
に

戻
す
よ
う
国
に
求
め
る
こ
と
は
、
適
当

で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

生
活
保
護
基
準
を
参
照
し
て

い
る
制
度
の
中
に
就
学
援
助
が
あ
る
。

今
年
度
の
認
定
者
は
、
改
正
前
の
基
準

に
よ
り
決
定
し
て
い
る
の
で
現
状
ど
お

り
と
な
っ
て
い
る
が
、
来
年
度
は
ど
う

対
応
し
て
い
く
の
か
。

改
正
前
の
生
活
扶
助
基
準
で
算
定

し
、
従
前
ど
お
り
取
り
扱
う
。

答問
生
活
保
護
基
準
の
改
正
に
よ
る
影
響
は
な
い
も

の
と
認
識
し
て
い
る

生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
に
よ
る
、
住
民
の
暮
ら

し
へ
の
影
響
は

問

町
　
長

❿

野原　恵子
　　　　　　　議員
（日本共産党
　幕別町議員団）
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世帯構成 世帯数 人数

高齢世帯（男性が 65 歳

以上、女性が 60 歳以上

の方のみで構成）

117 世帯 131 人

母子世帯（子が 18 歳未

満で構成）
25 世帯 87 人

傷病・障害世帯（世帯

主が障害年金を受給また

は障害者手帳を所持して

いる）

57 世帯 83 人

その他世帯 32 世帯 54 人

合　　　　計 231 世帯 355 人

町の生活保護の状況　（平成 26 年４月現在）


